
‘１１年 第２戦 ＸTREME ＦREERIDE ＪAPAN 

 
日  時    平成２３年 ９月 １８日（日） 
場  所    千葉県印旛郡栄町和田 239-1（北総マリン）利根川ゲレンデ 
参加受付    平成２３年 ９月１８日（日）ＡＭ ８：００～ 
参加資格    水上オートバイ操縦に有効な小型船舶免許所有者 
競技内容    フリースタイル 
必 携 品    船舶検査証書、船舶検査手帳、健康保険書、参加申込書 
主  催    ＸTREME ＦREERIDE ＪAPAN 
 
【スケジュール】 
 ８：００～ 受付 
 ９：００～ ライダーズミーティング 
 ９：３０～ プララン・競技開始 
１６：００～ 表彰式 
１６：３０～ ゲレンデクリーン         

※注 大会時間に変更がある事をご了承下さい 
 
【クラス】 
ノービスクラス 

（初級） 

フリースタイル大会出場未経験な選手を基本とし、競技に関心を寄せるこ

とを増進するクラス。マシン総排気量９００ｃｃ以下とする。 
エキスパートクラス 

（中級） 

ノービスクラス上位入賞者、 
クラスに伴う実力の選手 

 
 
 
【競技実施規則】 

１、ＪＣＩ（日本小型船舶検査機構）の検査に合格している艇であること。 
２、演技タイムは演技開始から２分間。 
３、演技開始は挙手もしくはファーストトリックから始まる。 
４、１台の艇を複数の選手での使用も可能。 
５、３名以上のジャッジが１０点満点で採点を行う。 
６、表彰は各クラス上位５名とする。 
７、出場クラスは自己申告により決定することができる。 
８、練習走行は競技前のプラランしか走行できません。 
９、駐車場及びテントエリアは指定された場所を守って下さい。 

 
 
 
 

 



【エントリー費】 
 ノービスクラス     ￥５，０００／人 
エキスパートクラス ￥５，０００／人 

 
※参加者の都合で競技会を欠場した場合は、エントリー費の返却は一切致しません。 
あらかじめご了承ください。 

【エントリー方法】 
締切日 ９月１６日（金） 
参加者本人の署名・捺印された参加申込書と送金明細書（振込書のコピー）を 
締切日までにＦＡＸしてください。大会当日、原本の参加申込書を持参して下さい。 
 
【問合せ先】 

ＸＦJ 事務局 ＴＥＬ043-424-3450 ＦＡＸ 043-424-8834 
【振込先】  
     京葉銀行 千代田支店 普通口座 Ｎｏ．４６８８９２１ 
     株式会社 エクストリーム・フリーライド・ジャパン 

 
 

【協賛各位】 

     

 

        

    

    

    
（順不同） 

 
 
 
 
 
 



参 加 申 込 書 

 
フリガナ  

氏 名  

 
住 所 

〒  

携帯電話    －    － 緊急連絡先    －    － 
メールアドレス            ＠ 

生年月日     年   月  日 出場クラス            クラス 
機 種 名  
船 名  

船舶検査済票Ｎｏ．  
船 体 製 造 Ｎｏ．  
エンジン製造Ｎｏ．  
所 有 者 名  

 
 

 

使 用 艇 
 

 

 船 検 有 効 期 限 年     月     日 
 

参加誓約書 
 

私は競技参加にあたり、下記のことを誓います。 
 

記 
１、私は、ジェットスポーツ競技の持つリスクを理解し、主催者が設けた規約、規則、指示を順

守します。 
２、私は、競技実施規則に記された事項を熟知し、承知した上で参加します。 
３、私の健康状態は現在良好で、参加に何ら問題を生ずることは予想されません。 
４、私は、競技参加にあたり大会中に起こった事故で人的及び物的損害を受けたり又は与えた場

合その原因のいかんを問わず、自己の責任において解決し、主催者及び他の参加者には責任

を追及したり、損害賠償を要求しないことを誓います。 
５、私は、気象状況の悪化及び競技環境の不良など大会主催者の責に帰すべからざる事由により、

競技、競技参加に支障が生じた場合、主催者にその責任を追及しないこと、ならびに大会へ

の参加に要した諸経費（エントリー費含む）の支払い、返還請求を一切行わないことを誓い

ます。 
 
                       保護者承諾（未成年者の場合のみ記入） 

平成  年  月  日           平成  年  月  日 
署名                     保護者署名 
                  印                       印 
※ 参加者署名・捺印の無いもの及び、未成年者は保護者署名・捺印の無いものは無効とする。 


